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「
散
不
足
」

「
緊
不
足
」
日

と

!
l塩
鉄
論
に
み
る
儒
家
財
政
思
想

l
l

は

し

古J

さ

塩
鉄
論
争
が
行
わ
れ
た
前
漢
附
帝
始
一
五
六
年
(
B
-
C
八
一
年
)
の
頃

は
、
戦
後
処
盟
、
経
済
再
建
の
時
期
で
あ
っ
た
。
雄
材
大
略
の
武
帝
に
よ

っ
て
遂
行
さ
れ
た
、
三

O
年
に
亘
る
悪
夢
の
様
な
国
家
総
力
戦
に
上
っ
て

疲
弊
困
怨
し
た
社
会
、
経
済
の
建
て
直
し
の
た
め
に
、
何
よ
り
も
財
政
の

緊
縮
が
要
望
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
を
主
唱
す
る
儒
家
た
ち
の
論
説
の
中
に
、

「
財
政
と
国
民
経
済
と
の
関
連
」
に
つ
い
て
の
認
識
が
認
め
ら
れ
る
。
そ

れ
は
、
塩
鉄
諭
散
不
足
篇
の
前
後
に
お
い
て
着
取
で
き
る
。
特
に
散
不
足
、

緊
不
足
の
珂
請
に
集
約
的
に
表
批
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
凪
わ
れ
る
。

先
秦
時
代
儒
家
の
財
政
、
経
済
に
つ
い
て
の
思
索
が
、
漢
代
の
儒
家
に

受
け
粍
か
れ
て
い
る
こ
k
は
言
ラ
ま
で
も
な
い
が
、
先
索
時
代
以
降
白
社

会
、
経
済
事
情
の
急
激
な
変
革
に
対
応
し
て
、
栴
鉄
諭
に
現
わ
れ
る
儒
家

の
財
政
思
想
に
も
、
発
展
-
深
化
の
跡
が
認
め
ら
れ
る
次
第
で
あ
る
。

「
散
不
足
」
と
「
緊
不
足
」
付

桑

田

幸

本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
踊
鉄

h
uお
け
る
静
和
ル
と
恥
r
F
L
手
を
め

ぐ
る
論
点
を
紹
介
し
、
当
時
の
財
政
お
よ
び
国
民
経
済
の
状
況
と
参
照
し

つ
つ
、
こ
れ
ら
両
自
の
意
義
を
検
討
し
、
そ
こ
に
当
時
の
儒
家
財
政
思
想

の
特
徴
を
見
出
す
乙
と
に
務
め
た
。

史
実
に
つ
い
て
は
、
主

ιし
て
司
馬
濯
の
史
一
記
平
準
書
、
班
固
の
漢
書

食
貨
士
山
武
帝
紀
昭
帝
紀
な
ど
に
よ
っ
た
。

ω
漢
書
武
帝
紀
科
目

ω
穂
積
文
雄
、
先
泰
経
消
山
仙
想
史
、
第
二
市
参
照

川

W

塩
鉄
諭
成
JM
の
背
景
、
そ
の
構
成
等
に
つ
い
て
は
、
経
済
論
叢
節

八
十
三
巻
第
五
号
拙
稿
「
桑
弘
羊
の
専
売
論
」
に
お
い
C
述
ベ
た
。

「
散
不
足
」
と
「
褒
不
足

塩
故鉄
国論
有第
厳二
不。十
急八
之国
徴疾
、m
~~の
生最
前。終
不 揃l
足に
抄d 、
失賢
(良
王の
先語
献と
校し
木て

よ

る。

時
八
十
六
巻

三
問
七

第
五
号



「
散
不
足
」
と
「
豪
不
足
」
け

時
点
筆
者
)

主
あ
り
、
こ
の
一
文
に
つ
い
て
虚
文
揺
は
、
「
厳
不
急
の
不
は
術
文
な
ら

ん
、
ま
た
不
足
疾
り
赴
の
下
に
之
り
干
あ
る
べ

L
」
と
注
釈
し
て
い
る
。

王
利
器
の
栴
鉄
論
校
注
は
、
同
じ
と
こ
ろ
を

故
固
有
厳
急
7
夜
、
即
生
散
不
門
止
之
疾
失

と
す
る
。
私
は
こ
の
王
利
器
の
説
に
従
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
前
不
足
あ
る

い
は
有
不
足
で
は
文
意
が
通
じ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
つ
ぎ
の
第
二
十
九
散

不
足
調
印
「
丞
相
日
順
開
散
不
足
」
な
る
一
句
へ
の
償
続
が
よ
く
咋
い
か

ら
で
あ
る
。
恐
ら
く
散
白
字
が
、
形
象
相
似
の
た
め
前
あ
る
い
は
有
の
字

と
誤
伝
せ
ら
れ
士
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
推
定
に
従
っ
て
、
国
娯
曲
川
末
尾

。
一
節
を
読
み
直
す
と
、
つ
斉
一
の
よ
う
に
な
る
。

こ
こ
を
以
っ
て
民
、
年
ご
主
に
急
に
し
て
議
ご
と
に
促
り
、
貧
な
れ

ば
即
ち
恥
寡
く
、
乏
な
れ
ば
即
ち
版
少
し
。
こ
れ
非
を
刑
し
惑
を
訟
L
、

而
も
姦
な
ほ
止
ま
ざ
る
所
以
な
り
。
故
に
国
忙
厳
急
の
徴
あ
れ
ば
、
即

ち
散
不
足
の
疾
を
生
ず

と
。
と

O
文
は
、
も
う
少
し
前
の
方
か
ら
読
む
と
、
武
帝
末
年
以
降
の
社

会
、
経
済
の
窮
状
を
訴
え
、
庶
民
が
極
度
に
窮
迫
し
て
最
低
生
活
す
ら
維

持
し
得
ず
、
精
神
生
活
も
額
廃
し
て
お
り
、
法
家
的
な
厳
法
重
刑
主
義
で

は
、
も
は
や
こ
れ
を
矯
正
し
得
な
い
こ
と
を
述
べ
、
若
し
国
家
。
強
権
的

徴
収
を
強
行
す
れ
ば
散
小
足
の
病
弊
に
陥
る
べ
き
こ
と
を
、
為
政
者
に
対

し
て
警
告
し
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

さ
て
、
そ
の
つ
ぎ
の
第
二
十
九
痛
は
散
不
足
主
題
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

第
八
十
六
巻

コ
一
凹
八

第
五
号

ノ、

四

そ
り
中
で
丞
相
回
千
秋
が
、
前
篇
の
意
を
承
け
て
「
願
く
ば
政
不
足
を
悶

か
ん
い
と
問
う
。
こ
れ
に
応
え
て
賢
良
の
士
は

官
室
輿
馬
、
衣
服
器
械
、
夜
祭
飲
食
、
声
色
玩
好
は
人
情
の
己
む
能

は
ざ
る
所
な
り
ロ
故
に
聖
人
こ
れ
が
制
度
を
為
り
、
以
っ
て
之
を
防
ぐ
。

こ
の
ご
ろ
士
大
夫
、
権
利
に
務
品
、
礼
儀
に
怠
る
。
故
に
百
姓
倣
倣
し

て
頗
る
制
度
を
臆
ゆ
。
今
故
に
こ
れ
を
陳
べ
て
日
は
ん

Lr
」
て
、
衣
食
住
を
は
じ
め
消
費
生
荊
全
般
に
亙
り
、
い
わ
ゆ
る
聖
人
の
作

為
せ
し
制
度
と
、
当
時
の
上
流
階
層
|
l
富
者
と
、
こ
れ
を
追
う
中
者
の

官
裕
者
惨
な
生
活
ぷ
り
と
を
、
三
十
余
の
臭
目
に
分
ち
、
総
々
三
千
余
文

一
子
を
費
L
て
詳
論
し
て
い
る
。
そ
の
結
び
の
一
文
を
左
に
掲
げ
よ
う
。

官
室
者
修
、
林
木
之
一
一
昌
也
器
械
麟
琢
、
財
住
之
読
血

十
品
服
鹿
麗
、
布
品
之
一
一
括
也
狗
馬
食
人
之
食
、
五
穀
之
富
也

ロ
随
従
怒
、
魚
肉
之
菰
也
用
費
不
節
、
府
庫
之
詰
也

漏
積
不
掛
川
、
田
野
之
ー
一
誠
一
也
喪
祭
無
度
、
傷
生
之
諒
也
(
中
崎
〕

功
積
於
無
川
、
財
尽
於
不
急
、
口
腹
小
可
為
多
、
故

国
病
環
不
足
則
政
怠

人
病
緊
不
足
則
身
危

こ
こ
で
緊
不
足
な
る
語
が
出
て
〈
る
。
阪
不
足
の
場
合
と
異
り
、
国
主
人

と
が
士
体
、
と
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
つ
ぎ
に
再

び
丞
相
自
「
嫌
不
足
を
治
む
る
こ
と
奈
何
」
と
の
同
封
建
せ
ら
れ
て
、
第

二
十
九
散
不
足
篇
が
終
る
。
つ
ぎ
の
第
三
十
救
間
篇
円
冒
頭
、
賢
良
は
上

り
丞
相
の
問
に
答
え
て
一
五
う
。



方
今
、
公
卿
大
夫
の
子
孫
、
誠
に
能
く
車
同
(
を
節
し
、
衣
服
を
迫
え
、

期
親
し
く
節
倹
し
、
率
い
る
に
敦
肢
を
以
っ
て
し
、
岡
地
を
能
め
、
凹

宅
を
損
せ
ば
、
内
に
は
巾
列
に
事
な
く
、
外
に
は
山
沢
に
事
な
く
、
農

夫
は
モ
の
功
を
施
す
所
あ
り
、
女
て
は
そ
の
業
を
粥
る
所
有
ら
ん
の
か

く
の
如
く
ん
ぽ
則
ち
気
脈
和
平
に
し
て
緊
小
足
の
病
な
か
ら
ん

と
u

賢
良
は
緊
不
足
の
対
談
と
し
て
、
治
者
階
級
の
白
粛
推
範
酌
節
倹
を

中
軸
と
す
る
財
政
の
緊
縮
会
提
唱
し
、
そ
の
結
果
、
生
産
流
通
に
対
す
る

統
制
が
撤
廃
さ
れ
、
経
済
情
動
が
円
滑
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。

塩
鉄
請
に
お
け
る
、
散
不
足
緊
不
足
。
問
語
を
め
く
る
論
議
は
概
ね

以
ヒ
の
通
り
で
あ
る
。
簡
単
に
要
約
す
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

「
散
不
足
」
の
原
因
庶
民
貧
窮
に
加
え
て
の
財
政
課
徴
の
強
行

「
疑
不
足
」
の
原
凶
者
修
|
↓
資
源
浪
費
・
国
費
世
用

「
国
家
政
怠
る

結
果
{戸

人

民

身

危

L

対

策

節

倹

iv経
済
的
目
白
の
回
復
・
財
政
一
課
徴
の

軽
減

1
気
脈
和
平

以
下
、
こ
れ
ら
丙
↓
諮
の
経
済
的
tv
勾
義
な
ら
び
に
相
互
関
係
な
ど
を
究
明

し
よ
う
と
思
う
が
、
そ
の
前
に
両
語
に
つ
い
て
の
諸
家
町
一
注
釈
を
一
昨
し

ょ
ヲ
ロ骨

我
部
静
雄
訳
休
、
塩
鉄
前
八
岩
波
文
庫
)
の
注
に
土
る
と

散
不
足
は
富
の
分
配
の
不
充
分
主
国
味
す
。
後
に
あ
る
紫
不
足
に
対

「
散
不
足
」
と
「
粟
不
足
L

付

ハ
3
)

応
す
る
語
な
り
。
大
学
に
叫
川
市
来
則
氏
散
ー
叫
川
悦
則
民
壊
な
る
句
あ
る
が
、

こ
れ
に
も
と
づ
け
る
な
ら
ん
心
環
不
足
は
収
入
の
不
止
の
意
味

と
せ
ら
れ
る
。
明
快
な
説
明
で
あ
る
が
、
宮
の
分
配
の
不
充
分
と
は
如
何

な
る
意
味
か
っ
「
大
学
に
い
わ
ゆ
る
財
課
と
財
散
と
は
成
程
対
応
す
る
概

念
で
あ
ム
リ
う
が
、
分
配
の
不
充
分
を
意
味
す
る
と
い
う
散
不
足
と
、
収
入

不
足
を
志
味
す
る
と
い
う
坂
不
足
L

乙
は
、
却
し
て
1
」
議
通
り
対
応
す
る
概

念
で
あ
る
か
有
か
フ
等
の
疑
問
な
き
を
得
な
い
。

つ
ぎ
に
王
侃
詩
、
塩
鉄
諭
札
記
は
、
故
不
足
の
語
に
つ
い
て

散
一
小
足
、
価
語
案
、
老
子
云
天
道
以
有
余
梢
不
足
、
人
道
以
不
足
補

有
余
、
荘
下
天
下
篇
、
関
弔
ア
老
胴
以
有
積
為
不
足
拠
此
則
、
従
前
五
潤

悪
世
、
官
者
坐
食
、
而
良
工
虞
三
者
反
出
労
力
以
補
助
之
、
義
眼
之
、

為
人
類
至
不
平
之
事
、
而
富
者
卒
中
於
争
放
厚
亡
之
機
降
、
桓
次
公
此

篇
、
特
深
入
而
顕
出
之
、
其
警
世
也
深
換

と
説
い
て
い
る
。
要
す
る
に
散
不
足
を
以
っ
て
分
不
配
公
平
内
一
現
象
と
解

す
る
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
粟
不
足
に
つ
い
て
は
説
か
れ
て
い
な

し
以
上
二
書
の
他
に
は
、
散
不
足
・
緊
不
足
に
つ
い
て
の
注
釈
は
見
当
ら

な
い
ー
ら
こ
れ
ら
同
語
が
、
古
来
余
り
史
家
の
注
目
す
る
所
と
な
ら
な
か
っ

た
こ
と
の
現
れ
と
思
わ
れ
る
ロ

し
か
し
私
は
、
と
れ
ら
丙
需
は
同
家
財
政
と
閏
民
一
般
の
経
済
生
宿
主

の
関
連
に
つ
い
て
示
唆
す
る
所
極
め
て
多
き
を
党
え
、
断
る
興
味
を
そ
そ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
解
明
の
た
め
に
、
論
議
の
背
京
を
な

第
八
1
1
六
巻

同
九

第
五
号

六
五



「
散
不
足
」
と
「
緊
不
足
」
付

す
、
武
帝
末
年
の
経
済
事
情
、
、
と
く
に
財
政
収
支
の
一
実
態
干
、
国
民
一
般

の
経
済
生
活
の
状
況
を
観
察
分
析
し
、
そ
の
問
に
、
散
不
足
や
摂
不
足
の

本
質
を
把
握
す
る
糸
口
を
つ
か
も
う
と
思
う
。

ω
郭
沫
若
校
訂
、
塩
鉄
諭
読
本
に
は
、
即
生
有
不
足
之
疾
会
、
と
あ

マハ
V

。
ω
前
掲
拙
稿
に
お
い
て
坂
銑
論
は
全
書
に
亙
り
弁
駁
が
相
連
続
し
て

お
り
、
巻
に
よ
る

K
分
が
載
然
と
し
な
い
己
主
を
指
摘
し
た
が
、
各

舗
も
ま
た
獄
然
分
離
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、
前
後
相
連
続
し
て
い

る。

川

w
是
故
君
子
先
快
守
徳
、
有
徳
此
有
人
、
有
人
此
有
士
、
有
土
此
有

財
、
有
財
此
有
用
、
拙
者
本
也
、
肘
者
末
也
、
外
本
内
t
A
A
T
民
施
奪
、

故
肘
栗
則
民
散
、
肘
散
則
氏
葉
、
百
惇
而
山
者
、
亦
倖
而
入
、
貨
惇

而
入
昔
、
亦
停
而
出
(
大
学
)

ω
商
務
印
書
節
、
一
九
五
人
年
初
版

川

W

郭
沫
若
の
校
訂
、
主
利
器
の
校
在
、
暢
樹
遠
の
要
釈
、

u
仲
掻
翰
の

校
駅

ω
諸
橋
轍
次
著
、
漢
和
大
辞
典
に
は
【
散
不
足
】
甑
鉄
諭
U
篇
名
。

と
あ
る
の
み

財
政
支
出

「
散
不
足
」

史
記
平
準
書
所
載
の
、
武
帝
時
代
財
政
収
支
の
主
要
な
も
の
を
、
午
代

順
に
対
照
表
示
す
る
と
別
表
一
の
よ
う
に
な
る
。
量
出
制
入
の
諺
通
り
、

第
八
十
六
巻

玉:。
第
五
サ

ノ、

/、

国
庫
支
出
を
必
裂
と
す
る
事
件
の
生
有
か
先
行
L
、
そ
の
経
費
支
弁
の
為

の
収
入
調
達
が
こ
れ
に
継
起
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
か
ら
、
左
に
支
出
事

項
を
、
そ
の
右
に
収
入
事
項
を
招
げ
た
。
年
紀
は
一
部
推
定
の
も
の
を
含

む。
半
世
紀
に
亘
る
武
帝
の
治
世
を
通
じ
、
最
大
の
国
庫
支
出
が
軍
事
費
で

あ
っ
た
己
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
武
帝
は
周
辺
諸
民
族
と
の
交
渉
、
と

り
わ
け
農
耕
漢
民
族
に
と
っ
て
は
宿
命
と
も
云
う
べ
き
、
北
方
遊
牧
民
族

旬
以
と
の
紛
怯
を
一
年
に
解
決
し
よ
う
と
し
た
が
、
連
年
の
軍
隊
派
泊
、

硝
重
の
調
述
輸
送
、
論
功
行
賞
、
占
領
地
経
営
、
柑
崩
優
待
な
ど
に
巨
額

の
貨
財
を
要
L
た
。
騎
馬
民
族
と
対
戦
す
る
た
め
に
多
数
の
軍
馬
を
要
し

た
こ
と
も
見
逃
ぜ
な
い
。
刻
旬
凱
戦
は
西
北
比
五
へ
も
拡
大
し
、
経
費
は

愈
々
一
増
大
し
た
。

軍
事
費
以
外
で
目
立
つ
り
は
、
西
南
夷
そ
の
他
未
開
発
諸
地
域
に
通
ず

る
道
路
の
建
設
費
、
黄
何
治
水
な
ら
び
に
災
害
振
怖
の
経
費
、
国
池
宮
般

の
造
営
費
、
郡
国
巡
幸
政
び
に
祭
杷
の
費
用
な
ど
で
あ
る
。
以
上
の
諸
費

目
は
皆
こ
の
時
代
を
特
徴
づ
け
る
よ
う
な
事
相
ば
か
り
で
、
経
常
的
な
支

山
山
は
平
準
書
に
は
殆
ん
ど
一
記
さ
れ
て
い
な
い
。
経
常
的
支
出
項
目
色

L
て

は
、
国
家
機
構
費
、
一
五
首
費
、
財
務
費
な
ど
を
挙
げ
ね
ば
な
る
ま
い
。

説
書
百
官
公
卿
表
に
み
ら
れ
る
通
り
、
漢
は
秦
の
官
制
を
継
承
し
、
更

に
式
帝
時
代
ま
で
七

O
年
に
一

ιり
こ
れ
を
整
備
し
た
。
中
央
集
権
的
」
U
僚

制
伎
の
維
持
拡
張
、
の
た
め
の
人
件
費
、
物
件
費
が
巨
額
忙
の
ぼ
っ
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
組
像
に
難
く
な
レ
。
忠
帝
の
時
、
山
東
の
粟
数
十
万
石
全
回
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「
散
不
足
」
と
「
紫
不
足
」
け
門

消
し
て
中
部
の
官
に
給
し
て
い
た
の
が
、
武
帝
山
鼎
五
年
の
頃
に
は
六
百

万
討
に
達
し
た
、
と
い
う
平
準
書
の
記
述
は
、
竹
僚
機
構
の
膨
脹
を
一
一
品
書

き
す
る
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

万
首
設
に
つ
い
て
は
、
文
備
の
頃
は
節
倹
在
行
主
し
て
い
た
が
、
景
帝

の
山
明
か
4
r朴
政
裕
福
と
な
る
に
つ
れ
、
皇
帝
の
威
厳
保
持
に
寓
意
し
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
の
後
伝
説
け
た
武
帝
は
、
「
独
裁
君
主
と
し
て
も
つ
権
力

は
、
は
な
は
だ
し
く
超
越
的
で
あ
り
」
、
彼
は
「
人
聞
の
秩
序
の
保
持
者

で
あ
る
と
同
時
に
、
文
化
の
+
工
学
者
」
で
も
あ
っ
た
左
い
わ
れ
る
。
士
山
・

主
目
住
は
じ
め
、
後
に
別
表
四
に
示
す
よ
う
な
、
消
費
生
活
全
般
、
医
薬
、

楽
山
刷
、
後
山
V
M
な
ど
の
諸
費
が
飛
躍
的
に
膨
脹
し
た
こ
L
L
E
思
わ
れ
る
。

急
激
な
噌
大
を
続
け
る
財
政
収
入
を
調
達
す
る
た
め
り
直
接
的
経
費
も

ま
た
、
こ
の
時
代
に
は
激
増
し
た
に
相
注
な
い
。
「
太
倉
白
束
、
陳
々
相

凶
り
、
充
溢
し
て
外
に
露
積
L
L
と
述
べ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ

う
に
、
漢
代
の
国
庫
収
支
に
お
い
て
穀
物
の
占
め
る
ウ
ェ
イ
ト
は
、
な
お

可
成
り
大
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
取
扱
い
、
運
殿
、
保

管
な
と
に
特
別
の
子
段
と
費
問
之
を
必
要
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
算
婦
や
告

結
(
第
三
節
参
照
い
一
の
安
施
に
当
っ
て
は
、
私
有
財
産
の
隠
匿
、
不
申
告
、

不
正
巾
告
等
あ
ら
ゆ
る
脱
税
、
脱
法
行
為
に
対
処
し
て
、
戸
口
、
所
得
、

財
肢
に
閲
す
る
諸
調
査
な
ら
び
に
摘
発
、
没
収
、
管
理
な
ど
の
為
に
莫
大

な
費
用
を
要
し
た
で
あ
ろ
う
。
数
次
に
一
止
る
貨
幣
の
改
鋳
発
行
を
円
滑

に
推
進
す
る
こ
と
も
至
難
の
わ
ぎ
で
あ
り
、
市
鋳
の
防
止
、
摘
発
は
泥
沼

的
様
相
を
呈
し
た
。
塩
鉄
と
か
均
輸
と
か
平
準
Lr
か
云
わ
れ
る
全
問
的
規

第
八
十
六
巻

互乙

第
'Ii 

号

ノ、
ノl

模
の
財
務
段
階
(
い
ず
れ
も
第
三
郎
参
照
)
を
維
持
、
運
営
す
る
し
と
や
、

こ
れ
ら
各
機
関
に
必
要
な
財
務
官
僚
を
養
成
、
供
給
す
る
こ
と
も
梓
劫
な

こ
と
で
は
な
い
。
か
く
て
財
務
費
の
膨
脹
は
加
述
度
的
に
進
行
し
た
こ
と

と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
第
一
表
に
現
れ
た
則
政
支
出
の
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
見
た
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
を
款
項
目
に
整
理
し
、
且
つ
国
家
財
政
と
暗
室
財
政
と

〔

8
)

に
分
割
去
一
市
す
る
と
別
表
二
の
よ
う
に
な
ゐ
。
財
政
収
入
に
つ
い
て
は
次

節
に
ゆ
づ
る
こ
と
と
し
亡
、
こ
こ
で
は
第
一
表
と
第
一
表
の
支
出
欄
に
注

。
。
。
。

目
し
よ
う
。
先
泰
時
代
か
ら
儒
家
が
楳
務
し
て
き
た
節
川
倹
約
の
ス
ロ
ー

ガ
ム
パ
ゲ

E
き
は
完
全
に
無
視
せ
ら
れ
、
国
費
は
専
制
君
主
武
山
市
白
恐
意

の
ま
ま
に
際
限
な
く
浪
費
せ
ら
れ
た
感
が
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
支
出
に

お
い
て
草
き
を
占
め
る
の
は
、
山
早
h
N
関
連
経
費
か
、
審
修
的
消
費
を
支
え

ゐ
一
五
首
費
、
国
家
機
構
費
な
い
し
土
木
費
等
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
傾

向
は
元
狩
↑
一
、
凹
年
の
頃
を
転
期
と
し
て
一
屑
顕
著
で
あ
り
、
儒
家
の
+
λ

o

a

Q

O

F

M

V

。

持
す
る
国
別
民
福
を

E
ざ
す
産
業
費
な
り
、
治
水
、
災
害
救
恒
等
の
支
出

位
、
殆
ん
yL
見
出
し
難
L
ほ
ど
で
あ
る
。

塩
鉄
諭
で
儒
家
の
云
う
散
不
足
と
い
う
一
一
口
葉
は
、
こ
の
様
な
財
政
支
出

の
状
況
を
表
現
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
柿
円
我
部
氏
に

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

よ
っ
て
、
散
不
足
楽
不
足
の
語
源
と
み
ら
れ
た
大
学
の
章
句
は
、
財
紫

。。

u

n

則
民
散
と
い
う
風
に
、
肘
と
民
と
を
対
置
し
て
、
相
反
的
な
相
闘
士
怖
を

指
摘
し
て
い
る
も
り
と
思
う
が
、
そ
の
場
合
の
財
と
は
、
農
業
生
産
に
お

ハ
U
V

け
る
余
剰
牛
産
物
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
き
す
れ
ば
肘
散
は
、



表= 武帝時代尉政収支対照表

I 国家財政〔大農所官〕 支出
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i塩猷専売 10
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3目均輸収入1

4平埠JIi1入l
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両官11ft孟「7Z長勺iifd
13市井税|商業 1 3.興 rr;. 到

14.ロ 賦|幼年3~14歳 i 4.12S:薬孜
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「
散
不
足
」
と
「
田
市
不
足
」
パ
円

そ
れ
を
主
権
者
。
手
に
集
中
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
よ
う
ロ
そ
し
て
、
そ

の
財
散
に
は
二
つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
り
一
は
、
初
め
か
ら
取
上

げ
る
に
ハ
と
か
し
な
い
か
、
も
L
〈
は
少
し
し
か
取
上
げ
な
い
|
i軽
賦
荷

数
主
新
ど
ー
と
る
場
合
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
一
円
集
中
し
た
財
を
、
主
権

者
の
書
量
時
て
言
、
必
要
に
応
じ
て
再
配
分
を
行
う
|
「
取

る
は
守
え
ん
が
為
一
と
い
っ
汁
、
い
わ
ば
稿
隔
世
策
に
出
る
場
入
せ
円
で
あ
る
。

速
い
け
回
、
盤
援
歌
の
稿
歌
さ
れ
た
時
代
に
は
、
消
板
前
な
財
散
、
「
無
為
」

が
最
善
と
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
句
。
と
こ
る
が
、
社
会
、
経
済
同
進
歩
し
、

主
権
者
の
機
能
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、
む
し
治
情
械
的
な
財
散
が
可
止

せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
よ
う
に
岡
山
わ
れ
る
ロ
孟
土
J

が
「
民
事
不
可

緩
也
」
と
一
五
い
、
又
「
明
君
制
民
之
産
必
使
仰
込
以
事
父
母
、
府
足
以
斉

妻
子
、
楽
歳
終
身
飽
、
凶
年
免
於
死
亡
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
そ
の
一
評

と
考
え
ら
れ
る
。
孟
子
の
考
交
た
「
政
鳩
山
可
権
限
L

と
し
て
、
「
民
衆
の

経
済
生
活
安
A
t

の
保
述
」
が
挙
げ
ら
れ
る
所
以
で
も
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
、
消
極
内
財
散
も
、
積
極
的
財
散
も
、
と
も

r儒
家
の
肯
定
、
支
持
す

る
所
で
あ
っ
た
左
見
ら
れ
る
が
、
武
帝
末
年
の
財
政
は
、
も
は
や
財
散
の

鴎
外
に
あ
り
、
儒
家
町
否
定
す
る
財
築
の
状
態

r陥
っ
て
い
た
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

塩
鉄
諭
に
云
う
散
不
足
と
は
、
積
極
的
財
散
の
転
他
し
た
状
態
|
|
薮

め
ら
れ
た
財
が
、
一
般
国
民
に
還
流
す
る
こ
と
を
止
め
て
、
専
ら
軍
事
的

支
出
や
支
配
階
級
の
著
修
的
消
費
の
為
に
浪
費
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

も
の
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
財
緊
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
も
の
を
見
て
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よ
い
の
で
は
危
か
ろ
う
か
。
こ
れ
よ
グ
財
緊
と
呼
ば
な
い
で
散
不
足
と
表
現

し
た
の
は
、
一
般
凶
民
へ
の
還
流
部
分
の
増
大
に
よ
り
、
棋
倒
的
川
散
の

状
態
に
復
一
正
せ
ん
こ
と
会
期
待
し
た
が
故
で
は
な
か
ろ
う
か
と
凪
わ
れ
る
。

塩
鉄
耐
の
中
で
、
財
院
所
有
な
い
し
所
得
分
布
の
不
平
等
が
し
ば
し
ば
指

〈"と

摘
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
民
寓
の
懸
純
、
貧
民
流
民
の
増
大
は
、
第
四
節
で

み
る
よ
う
に
此
の
時
代
の
軍
要
な
社
会
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
担
会
政

鋭
的
配
慮
が
要
望
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
、
哨
極
的
財
散
よ

り
も
積
極
的
な
財
散
の
方
が
よ
り
」
く
猫
合
し
得
る
ご
と
は
言
を
侠
た
な

い
で
あ
ろ
え
ノ
。

。。

い
ま
ま
で
は
、
財
散
の
財
を
文
字
通
り
現
物
。
意
味
に
解
し
て
来
た
が
、

第
一
表
、
第
二
表
に
明
ら
か
な
上
う
に
、
武
帝
時
代
に
は
貨
幣
経
済
が
相

当
普
及
し
、
流
通
語
済
よ
重
き
を
な
し
て
い
た
。
通
貨
一
山
に
お
け
る
散
不

足
の
現
象
も
看
過
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
財
政
へ
の
貨
幣
の

。。

集
中
で
あ
り
、
財
政
に
よ
る
揚
超
を
怠
味
す
る
。
と
く
に
農
村
に
お
い
て

此
の
傾
向
、
一
種
の
デ
フ
レ
現
象
を
み
た
乙
と
は
、
塩
鉄
論
に
も
現
れ
て

い
る
。
例
え
ば

百
姓
賎
売
貨
物
以
使
上
求
桝

の
一
句
は
、
納
税
に
要
す
る
貨
幣
を
入
手
せ
ん
が
為
に
穀
物
を
廉
売
し
た

引
巾
売
を
物
語
っ
て
い
る
し
、

一
車
千
石
、
一
衣
卜
鐘
畑

之
い
勺
た
需
句
か
ら
、
殺
価
低
落
白
状
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

。

。

。

。

か
く
て
、
散
不
足
は
、
一
種
。
財
緊
で
あ
っ
て
、
社
会
的
余
剰
側
他
の



主
権
者
へ
の
集
中
を
意
味
し
、
そ
れ
が
一
般
間
民
に
還
流
さ
れ
ず
し
て
、

軍
需
お
よ
び
奪
惨
的
消
資
財
の
部
門
に
流
れ
た
こ
と
、
通
貨
面
に
お
い
て

も
、
と
く
に
最
業
部
刊
に
欠
乏
を
生
じ
、
揚
超
デ
フ
レ
的
現
象
を
も
た
ら

し
た
こ
と
が
、
ほ
ぽ
明
ら
か
と
な
っ
た
。

川

被
l

推
書
と
凱
主
食
貨
志
、
あ
る
い
は
也
鉄
論
の
記
す
所
主
比
較
す

る
に
、
多
少
出
入
が
あ
り
、
又
年
紀
の
不
祥
も
あ
る
が
、
財
政
収
支

の
大
要
を
知
る
に
は
事
欠
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

ω
別
表
一
、
元
山
五
年
。
古
川
幸
次
郎
著
、
漢
の
武
帝
、
第
二
軍
上

何
奴
第
三
章
上
西
域
害
賠
。

ω
快
丹
、
食
貨
志
上
、
嗣
修
倹
節
息
安
白
姓
ロ

ω
同
右
、
官
室
列
館
、
車
馬
益
増
懐
柔
。

同
州
吉
川
孝
次
郎
、
前
掲
古
二
一
九
、
二
二
ニ
民
。

mw

史
記
、
平
準
需

制
加
藤
紫
、
支
那
経
怖
史
考
一
証
、
回
、
諜
代
に
於
吋
る
国
家
財
政
と

帯
主
財
政
と
の
区
別
並
に
時
室
財
政
一
斑
お
よ
び

馬
乗
風
著
、
中
国
経
済
史
第
二
冊
第
二
篇
第
八
章
論
賦
税
制
度
、

第
九
牢
抽
出
代
国
家
財
政
之
収
支
楓
況
参
照
。

川
間
同
穂
積
文
却
、
先
泰
経
済
盟
組
吏
論
、
第
二
章
儒
家
の
経
済
同
山

旭
参
照
。

同
塩
鉄
前
力
耕
第
二
(
文
学
)
古
者
・
三
年
耕
間
余
一
年
之
者
、

九
年
耕
有
三
年
之
蓄
、
此
再
湯
所
以
備
水
早
而
安
百
姓
也
・
衣
食

足
、
雄
黒
凶
年
而
人
平
前
也
。

「
散
不
足
」
と
「
国
眠
不
足
」
付

ω
穂
杭
文
雄
前
掲
占
師
家
の
経
済
思
想
。

仰
向
前
、
孔
子
。
経
新
思
却
a

川
開
通
土
伝
、
震
時
有
八
九
1
1
老
人
m
M

壊
歌
日
、
日
出
間
作
、
日
人
而

息
、
盤
井
而
飲
、
耕
凶
而
食
、
布
力
一
ナ
我
何
有
故

M

M
W

模
台
食
貨
京
上
に

買
誼
説
上
田
夫
積
貯
者
天
下
之
大
命
也
、
有
粟
多
而
肘
有
除

何
為
而
不
成
と
あ
り
、
又
昆
鉛
復
説
上
日
、
尭
固
有
九
年
之

本
、
湯
有
七
年
之
阜
而
固
亡
担
痔
者
以
苗
積
多
而
備
先
具
也
と
あ

る
G

的
探
啓
超
、
士
秦
政
治
思
想
史
、
第
」
ハ
末
、
孟
子
育
政
、
其
所
子
政

府
権
限
並
不
大
、
消
梅
的
保
護
人
民
件
計
之
女
全
、
杭
制
的
市
中
川
引
人

氏
道
徳
之
向
上

ω
貧
富
第
十
七
、
未
通
節
T
五
、
刺
権
節
九
、
本
議
第
一
日
か
。

同
世
記
平
準
告
、
積
当
世
貨
士
山
下
、
結
鉄
諭
錨
特
節
四
ほ
か
各
篇

参
焔
。

財
政
収
入

「
同
病
緊
不
足
L

別
表
一
お
よ
び
二
の
収
入
の
側
に
つ
い
て
み
る
に
、
財
政
収
入
の
第
一

。

。

。

。

。

。

に
草
ぐ
べ
き
は
租
税
収
入
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
出
賦
で
あ
る
が
、
高
祖
以
来

ハ
1
〉

変
選
を
意
ね
た
あ
シ
」
、
武
帝
時
代
に
は
前
代
に
引
続
き
三
十
分
の
一
の
税

率
を
襲
泊
し
、
穀
物
、
主
と
し
て
梨
を
納
品
し
め
た
よ
う
で
あ
る
。
食
貨

志
上
、
王
葬
の
言
に
「
漢
氏
出
租
を
軽
減
L
て
三
十
に
し
て
一
ー
を
税
す
る

第
人
十
六
巻
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「
散
不
足
」
と
「
用
車
不
足
」
け

も
、
常
に
更
賦
あ
り
て
罷
鎖
み
な
出
だ
す
」
と
あ
る
。
こ
の
文
中
、
更
賦

L

に
あ
る
の
は
、
兵
役
に
服
す
る
代
り
に
出
す
賦
税
で
あ
る
。
取
鉄
論
に

今
陛
下
哀
憐
百
姓
覧
力
投
之
征
二
十
三
始
賦
五
十
六
而
免
猷

ん
あ
る
が
、
他
の
史
料
、
と
照
合
す
る
児
、
武
帝
の
時
代
に
は
一

O
歳
か
ら

五
五
歳
ま
で
の
男
子
が
対
象
で
あ
り
、
一
ヶ
月
白
卒
更
に
代
え
て
銭
二
千
、

三
日
間
の
戊
牢
に
代
え
て
銭
二
一
百
の
貨
幣
納
が
公
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
と

推
測
さ
れ
る
。
算
賦
は
人
頭
税
で
あ
り
、
一
五
歳
か
ら
五
六
歳
ま
で
一
人

当
り
一
一
一

O
銭
を
と
り
、
と
く
に
未
婚
女
子
中
、
商
人
、
奴
排
に
対
し
割

増
税
率
を
適
用
し
た
よ
う
で
あ
る
。
算
賦
の
誼
用
範
囲
を
更
に
拡
張
し
た

の
が
口
賦
で
あ
る
。
武
市
犬l
年
に
は
、
一
二
歳
か
ら
一
四
歳
の
幼
少
年
に
課

税
し
、
一
五
v
自
費
や
車
騎
の
費
に
充
当
し
た
よ
う
で
あ
る
。
算
絹
お
よ
び
算

事
船
は
一
認
の
財
産
税
で
あ
り
、
商
人
に
対
し
て
は
倍
率
と
し
た
。
こ
れ

ら
財
産
税
の
脱
税
に
闘
し
密
告
制
が
と
ら
れ
、
違
反
者
か
ら
巨
額
の
財
産

ヘ6
v

が
没
収
さ
れ
た
。
告
得
収
入
が
そ
れ
で
あ
る
…

7
管
制
収
入
と

L
て
は
、
上

記
の
他
に
、
山
川
、
園
池
、
市
井
の
税
が
あ
る
。
鉱
業
、
水
産
、
園
聞
、

商
業
等
か
ら
り
収
益
が
、
薄
ら
帝
室
問
の
税
措
酬
と
し
て
捕
捉
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
う
。

税
外
収
入
と
し
て
は
、
ま
ず
特
典
収
入
と
で
も
云
う
べ
き
も
D
が
あ
る
。

爵
位
、
官
位
あ
る
い
は
免
罪
な
ど
の
特
典
と
交
換
的
に
、
貨
幣
又
は
穀
物
、

奴
蝉
、
、
ヰ
な
ど
を
収
納
す
る
も
の
で
あ
る
。
武
帝
時
代
に
は
、
こ
の
売
爵
、

限
界
、
補
官
あ
る
い
は
訴
役
免
除
に
よ
る
国
庫
増
収
策
が
原
繁
に
収
用
さ

第
八

γ
六
巻
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れ
た
。
元
朔
六
年
の
武
功
爵
は
そ
の
尿
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
特
典

収
入
と
は
比
較
を
絶
す
る
ほ
ど
大
き
な
収
入
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
国
営

事
業
の
収
設
で
あ
ろ
う
。
塩
鉄
専
売
に
つ
い
て
は
前
に
「
桑
弘
羊
の
一
専
売

論
」
な
る
小
稿
で
採
り
と
げ
た
の
で
再
論
し
な
い
。
塩
鉄
専
売
は
、
財
政

的
要
請
に
よ
く
応
え
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
国
家
の
直
接
的
支
配
は
、
こ

ロ

〈

9
V
の

ロ

(

刊

〉

れ
ら
二
大
産
装
部
門
だ
け
で
は
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
均
輸
・
平
準

ι称
さ

れ
る
も
の
が
そ
れ
で
、
こ
れ
ら
は
商
業
の
同
営
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う

前
者
は
生
産
と
消
費
と
の
場
所
的
懸
隔
の
調
節
を
、
後
者
は
そ
の
時
間
的

懸
隔
の
調
節
主
そ
れ
ぞ
れ
標
悼
惜
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
端
的
に
云
っ
て
、

商
業
利
潤
の
国
家
権
力
に
よ
る
独
占
を
百
ざ
す
も
の
と
断
じ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
ロ
肖
業
だ
け
で
は
な
い
。
長
、
牧
、
漁
業
等
の
分
野
に
ま
で
凶
営
が

ハ
nu

拡
大
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
酒
の
専
売
も
武
帝
の
時
代
に
始
ま
っ
た
。

。。

こ
の
よ
う
な
広
汎
な
分
野
に
亘
る
持
業
国
営
の
他
に
、
国
有
財
産
の
収
入

。

。

ハ

四

)

が
挙
げ
ら
れ
る
。
告
結
中
、
商
人
の
回
土
所
有
祭
止
措
世
に
よ
り
没
入
し

た
田
土
は
移
し
い
量
に
の
ぼ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
従
つ
て
、
公
間
的
一
小
作
料

収
入
は
莫
大
で
あ
り
、
こ
れ
に
園
間
池
禦
を
貸
与
し
た
料
金
収
入
を
加
え

。
。
。
。

る
〉
」
、
閏
有
財
産
の
収
設
は
一
大
財
源
を
な
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
つ

ぎ
に
除
物
献
金
の
収
入
が
挙
げ
ら
れ
る
。
平
準
書
に
「
酎
に
至
り
て
少
府

金
を
省
る
。
刷
し
て
列
侯
の
酎
金
に
坐
し
で
一
候
を
失
う
も
の
百
余
人
な

り
」
と
あ
り
、
加
藤
博
土
に
よ
る
と
、
こ
の
一
酎
金
収
入
は
巨
額
に
の
ぼ
っ

ハリヨ

た
と
さ
れ
る
n

こ
れ
は
諸
侯
王
列
侯
の
義
務
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
農

民
の
負
担
に
転
嫁
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
な
お
、



武
帝
が
Z
…
狩
の
凶
か
ら
、
し
き
り
に
卜
式
を
寵
過
し
た
の
は
、
一
般
人
民

と
〈
に
尚
人
や
列
俣
の
国
防
献
金
を
期
待
し
て
の
こ
と
主
恩
わ
れ
る
が
、

《
出
》

こ
れ
は
成
功
し
な
か
っ
た
。

長
後
に
、
貨
幣
発
行
に
よ
る
収
入
が
あ
る

ω

白
金
三
品
、
三
鉱
銭
、
五

銑
銭
、
赤
側
銭
と
皮
革
な
る
貨
幣
の
改
鋳
や
鋳
造
権
の
独
占
、
白
血
皮
幣

の
発
行
な
ど
は
、
財
政
に
巨
大
な
収
入
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
。
第
二

表
の
収
入
「
税
率
そ
の
他
の
側
に
注
目
す
る
に
、
武
帝
末
年
に
お
い
て

は
、
国
咋
の
収
入
は
田
租
を
除
き
殆
ん
と
皆
、
貨
幣
に
よ
っ
て
い
た
乙
と

が
明
ら
か
で
あ
る
ω

貨
幣
機
構
を
通
ず
る
農
業
圧
迫
の
問
題
は
次
節
に
ゆ

ず
る
。
だ
が
、
国
家
の
財
政
に
お
い
て
、
現
物
H
H
殻
物
上
り
も
、
貨
幣
を

必
要
と
す
る
度
合
が
漸
次
荷
主
勺
て
き
た
と
い
う
事
実
は
、
軽
視
で
き
な

い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
貨
幣
を
入
手
す
る
捷
径
と
目
さ
れ
る
の
は
、
貨
幣

鋳
造
権
と
浩
行
権
と
の
独
占
で
あ
る
。
そ
こ
で
前
に
み
た
よ
う
な
、
目
ま

。。

ぐ
る
し
い
ば
か
り
の
貨
幣
改
鋳
と
不
挽
的
な
寸
前
額
皮
幣
学

Dm発
を
み
た

の
で
あ
ろ
う
。

E
こ
ろ
が
、
平
準
書
元
鼎
二
年
の
条
に

悉
〈
那
国
に
禁
じ
て
銭
を
鋳
る
こ
と
無
か
ら
し
め
専
ら
卜
林
の
三
官

を
し
て
鈎
L
む
。
銭
既
に
多
L
。
市
し
て
天
下
に
A
lヲ
ら
く
コ
エ
宵
の

銭
に
非
ざ
れ
ば
行
ふ
を
得
ず
」
と
。
市
し
て
民
の
銭
を
鋳
る
こ
と

益
少
し
。
廿
円
の
撲
を
計
る
に
相
当
る
こ
と
能
は
ざ
れ
ば
な
り
。

と
み
え
る
。
民
間
の
臨
鋳
が
採
算
に
合
わ
ぬ
之
い
う
と
と
は
、
国
家
の
鋳

銭
も
ま
た
収
益
が
部
く
な
っ
た
こ
と
を
意
滅
寸
る
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
は
、

原
始
的
形
態
に
お
け
る
イ

γ
フ
レ
ジ
ョ
ン
に
よ
り
、
貨
幣
の
代
表
す
る

「
散
不
足
」
と
「
耳
水
不
足
」
け

価
値
の
卜
落
を
み
、
そ
の
結
果
、
貨
幣
発
行
に
よ
る
巨
利
が
、
も
早
中
望

め
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
一
表
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
元
狩
一
一
一
、
四
年
を
境
に
し
て
、
財
政
方

針
の
転
換
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
塩
鉄
専
売
、
算
得
、
告
得
、
均
輸
、

平
準
と
い
っ
た
、
「
国
民
の
経
済
生
活
安
全
の
保
護
」
な
ど
に
は
一
聞
も

与
え
向
、
い
な
国
民
の
所
得
や
元
本
さ
え
も
強
奪
す
る
、
一
連
の
財
政
々

策
が
、
ひ
た
す
ら
財
政
の
充
足
を
め
ざ
し
て
実
施
に
移
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
財
政
の
あ
り
方
こ
そ
、
儒
家
の
云
う
国
病
来
不
足
の
実
態
を

な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
兵
よ
り
も
食
を
、
食
よ
り
も
民
の
信
を
等
し
と
す

る
儒
家
の
立
場
か
ら
は
、
排
撃
せ
ざ
る
を
得
ぬ
と
こ
ろ
だ
あ
る
。
民
の
信

を
失
い
、
民
企
を
不
定
な
ら
し
め
る
よ
う
な
政
治
の
あ
り
方
は
、
民
為
長
、

(
W
V

ハ

mv

社
税
次
之
、
有
為
軽
と
な
し
、
欲
為
替
、
尽
吉
道
と
す
る
儒
家
の
理

念
よ
り
す
れ
ば
怠
慢
の
至
り
で
あ
り
、

国
病
紫
不
足
則
政
怠

L

乙
一
恥
か
れ
る
次
第
で
あ
る
。

川
漢
書
食
貨
志
上
(
高
祖
)
軽
田
租
什
五
而
税
一
、
(
文
帝
)
賜
民

十
二
年
租
税
之
半
、
明
年
迩
除
民
間
之
利
税
公
立
叩
)
令
民
主
出
回

刷
、
三
十
叩
税
一

ω
漢
書
商
帝
紀
、
瀧
儀
注
、
民
年
二
寸
三
為
正
一
攻
、
為
衛
士
一
歳

年
立
十
六
衰
老
乃
得
免
岡
景
苛
紀
二
年
、
令
天
下
男
子
年
二

十
始
侍
同
町
帝
紀
注
、
如
淳
目
更
有
三
品
有
卒
史
有
賊
更
右
過
吏

ω
加
藤
繁
前
掲
害
五
、
算
賦
に
就
い
て
の
小
研
究
参
照
。

第
八
十
六
巻

=
一
五
七

第
五
号

七



「
散
不
足
」
と
「
環
不
足
」
付

川
刊
昭
帝
組
如
淳
注
、
民
年
己
歳
杢
十
四
間
口
賦
銭
人
二
十
一
三
一
十
銭

以
食
天
子
其
三
銭
者
武
帝
加
口
銭
以
補
車
騎
馬
貢
両
伝
、
高
以
為

古
氏
亡
賦
算
ロ
銭
起
武
帝
征
伐
四
実
重
賦
於
民
民
産
子
三
歳
則
同
日

律
問

M
W

平
準
再
元
泊
四
年
、
公
卿
一
日
滝
川
亀
太
郎
、
史
記
会
仲
代
考
証
、

な
お
裡
方
進
伝
に
よ
る
と
馬
ヰ
羊
に
も
誹
税
し
士
ょ
う
で
あ
る
。

同

wm
平
準
虫
同

川
w

平
準
君
、
文
帝
の
時
、
何
奴
防
衛
担
に
充
当
の
た
め
売
爵
入
粟
の

こ
と
お
り
、
最
帝
O
昨
に
も
早
害
対
策
と
し
て
売
醍
及
び
免
罪
入
来

あ
り
。

川
明
加
藤
謀
、
史
記
平
準
書
・
漢
書
宜
立
志
、
平
準
書
佳
一
王
二
に
、

均
輸
は
郡
因
の
民
を
し
て
租
税
に
代
へ
て
其
の
地
の
特
産
物
を
納
付

せ
し
め
、
官
之
を
京
師
若
し
く
は
他
州
都
に
転
輸
し
て
売
却
す
る
と

い
ふ
と
あ
る
。

ω
平
世
書
元
封
一
冗
年
、
桑
弘
羊
「
令
遠
方
各
以
其
物
貴
(
異
)
叫
商

頁
所
転
版
者
為
賦
而
相
濯
輪
、
百
平
準
子
京
師
部
畳
天
下
委
輸
大
農

之
諸
廿
尽
能
天
下
之
貨
、
貴
即
売
之
、
政
則
買
之
如
此
宮
商
大
賀
無

所
牟
大
利
、
名
目
平
準
。

同
平
準
書
、
食
貨
志
下
、
武
帝
紀
、
指
鉄
論
、
加
藤
繁
、
支
那
経
済

史
考
証
上
巻
六
、
権
心
意
義
に
就
い
て

U

ω
平
準
吉
元
狩
四
年
、
買
人
有
市
籍
者
及
其
家
属
砕
無
得
籍
名
回
以

便
農
政
犯
A47
没
入
国
債
。

第
八
十
六
巻

五
ノt、

七
回

第
五
号

刷
叫
臨
鉄
論
園
池
第
十
三
。

川
開
加
山
雌
協
抽
出
損
害
回
、
漢
代
に
掛
け
る
国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
の

区
別
並
に
帝
室
財
政
一
斑
。

付
制
平
準
需
一
五
鼎
五
年
。

納
品
恭
寵
著
、
財
政
学
概
論
、
第
四
章
ゴ
一
。

肋
孟
干
、
尽
心
下

帥
問
、
離
草
下
。


